
令和7年度

吉田歯科医院

※ 当院にご連絡頂き、直接予約をお取り下さい。

①問診

③健診結果の判定及び指導
④歯科医師または歯科衛生士によるブラッシング指導

※ 受診当日は、受診票・母子手帳をご持参下さい。

②口腔内診査

　　　　

吉田歯科医院 (TEL：0774-63-6353）

受診票をなくされた等のお問い合わせは、[京田辺市役所こども未来部子育て支援課 ]まで

京田辺市内に住所を有する妊婦であり、出産日までの方

妊婦歯科
健康診査

令和7年4月1日～令和8年3月31日

:健全歯・処置及び未処置歯・欠損歯
歯周組織の状態（全歯の CPI 測定・動揺度）
口腔清掃の状況（染め出し）
歯石の付着・歯肉の出血等

 京田辺市

京田辺市在住で受診票をお持ちの方

当院で受診可能です

対　  象

実施期間

場　  所

健診内容

（児童福祉）0774-64-1376（家庭児童相談）0774-64-1309
（母子保健係）0774-64-1376／ 0774-64-1377

妊娠中からお口のケアを
始めることで、赤ちゃんと
家族の歯の健康を守れます。
ぜひこの機会に歯とお口の
チェックをしませんか？


